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行政改革を進めています
-平成1 9年度までの取組み状況(平成2 0年3月末現在)-

問合せ先　総務課行政改革G T目し84-2 1 1 1(内線103)

多様化する住民ニ-ズや社会情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応し得るよう.町では行政運営全般にわ

たる改革を行うため､平成17年11月に行政改革大綱(第2次)を策定し,平成17年度から5年間をその推

進期間として行政改革を進めています｡

行政改革の推進にあたっては,その実効性をより高めるため基本方針のもとに定められた8つの推進方

策に基づき､常にその進行管理をはかり､積極的な行政改革の推進に努めています｡

19年度までの主な取組み状況についてお知らせします｡

住民接遇の改善をはかるため､窓口

にロ-カウンタ-を設置しました｡
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-
.
住
民
の
立
場
に
立
っ
た
行
政
運
営
の
確
立

窓
口
等
に
お
け
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

･
課
内
職
員
に
お
け
る
課
内
業
務
全
般
の
知
識
の
習
得
(
H
_
 
8
)

･
週
一
回
の
課
内
で
の
事
務
打
合
の
実
施
　
(
H
_
 
8
)

･
窓
口
ロ
-
カ
ウ
ン
タ
-
の
設
置
等
　
(
H
_
 
9
)

､
/
事
務
手
続
き
等
の
合
理
化
に
よ
る
町
民
負
担
の
軽
減

･
法
人
､
償
却
､
滞
納
シ
ス
テ
ム
導
入
　
(
H
_
 
8
)

･
各
種
申
請
様
式
の
ホ
-
ム
ペ
-
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
-
ド

対
応
　
(
H
_
 
8
)

･
茨
城
電
子
申
請
に
よ
る
証
明
書
の
交
付
申
請
　
(
H
1
 
9
)

¥
情
報
公
開
の
推
進
と
広
聴
制
度
の
充
実

･
ホ
ー
ム
ぺ
-
ジ
に
よ
る
情
報
公
開
　
(
H
_
 
8
)

･
職
員
に
よ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
更
新
操
作
研
修
会
の
開
催
(
H
_
 
8
)

住
民
票
等
の
休
日
交
付
制
度
の
周
知
徹
底

･
電
話
予
約
に
よ
る
住
民
票
､
印
鑑
証
明
の
休
日
交
付

交
付
状
況
　
(
H
_
 
8
)

住
民
票
7
件
　
(
7
通
)
､
印
鑑
証
明
2
件
　
(
5
通
)

交
付
状
況
　
(
H
_
 
9
)

住
民
票
5
件
　
(
3
通
)
､
印
鑑
証
明
6
件
　
(
7
通
)

2
.
事
務
･
事
業
の
見
直
し

事
務
事
業
の
広
域
的
連
携
と
調
整
の
強
化

･
龍
ヶ
崎
市
外
2
町
介
護
認
定
審
査
会
　
(
継
続
)

･
塵
芥
処
理
組
合
と
連
携
　
｢
ご
み
の
減
量
化
･
資
源
化
｣

の
推
進
　
(
継
続
)

民
間
委
託
等
の
推
進

･
学
校
給
食
業
務
の
全
面
委
託
開
始
　
(
H
_
 
9
.
-
-
)

給
食
セ
ン
タ
-
の
廃
止

公
営
企
業
及
び
特
別
会
計
事
業
の
運
営
効
率
化

･
保
険
料
の
収
納
率
向
上

･
国
民
健
康
保
険
､
介
護
保
険
の
単
票
に
よ
る
納
入
通
知

書
を
連
記
式
の
通
知
書
式
に
変
更
　
(
H
_
8
)

郵
送
費
の
大
幅
な
削
減

･
介
護
予
防
事
業
の
推
進
　
(
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
-
事
業
)

･
居
宅
老
人
デ
ィ
サ
-
ビ
ス
セ
ン
タ
-
の
廃
止
　
(
H
_
 
8
)

･
国
民
健
康
保
険
料
の
収
納
率
向
上
を
推
進
す
る
た
め
､
徴

収
嘱
託
員
を
継
続
し
て
委
嘱
　
(
H
_
9
)

･
医
療
費
適
正
化
対
策
と
し
て
､
レ
セ
プ
ト
点
検
員
の
雇
用

と
一
部
外
部
委
託
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
り
効
果
的
な
点

検
と
な
る
よ
う
改
善
を
図
っ
た
(
H
_
9
)

･
水
道
使
用
料
未
納
者
に
対
す
る
滞
納
整
理
及
び
給
水
停
止

の
実
施
　
(
H
_
 
9
)

業
務
委
託
の
見
直
し

･
夜
間
警
備
委
託
料
　
　
▲
_
 
5
%
　
(
H
_
 
8
)

･
業
者
へ
の
削
減
要
請
　
▲
5
%
　
(
H
_
 
8
)

･
見
積
書
の
比
較
検
討
に
よ
る
経
費
削
減
の
徹
底
(
H
_
 
8
-
)

･
加
除
式
書
籍
の
見
直
し
に
よ
り
追
録
経
費
の
削
減

▲
-
.
1
8
0
.
〇
〇
〇
円
　
(
H
_
9
)

･
例
規
集
の
電
子
化
に
よ
り
追
録
経
費
の
削
減

▲
3
.
3
7
6
.
〇
〇
〇
円
　
(
H
_
9
)
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H20年4月より源清田保育所と長竿保育所を統合

し､ H21年度の｢認定子ども園｣開園に向け整備

を進めています｡
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3
.
時
代
に
即
応
し
た
組
織
･
機
構
の
見
直
し

行
政
機
構
の
再
編
成
(
H
S
.
4
)

･
役
場
の
機
構
改
革
　
_
 
3
課
､
2
局
､
-
室

｢

5
課
､
2
局
､
-
室
　
に
再
編

･
行
政
組
織
の
見
直
し

付
属
機
関
等
の
整
理
合
理
化

･
公
民
館
分
館
の
再
編
に
か
か
る
検
討
会
議
の
開
催
(
H
_
 
8
-
)

･
検
討
委
員
会
か
ら
町
長
へ
公
民
館
分
館
の
再
編
に
係
る

意
見
書
の
提
出
　
(
H
_
 
9
)

検
討
内
容
-
平
成
2
-
年
4
月
か
ら
､
現
在
の
了
分
館
を

5
分
館
に
再
編
予
定

女
性
委
員
の
積
極
的
登
用

･
女
性
委
員
登
用
割
合
3
0
%
を
目
標
に
積
極
的
登
用
を
推

進
　
(
H
_
 
8
-
)

4
.
定
員
管
理
及
び
給
与
の
適
正
化
の
推
進

定
員
の
適
正
化

平
成
_
 
8
年
度
-
平
成
2
2
年
度
ま
で
に
_
 
5
人
の
削
減
予
定

(

▲

9

･

6

%

)

･
平
成
_
 
8
年
度
末
定
員
状
況

(
減
員
7
人
､
増
員
o
人
､
差
引
▲
1
人
､
職
員
総
数
1
5
0
人
)

･
平
成
_
 
9
年
度
末
定
員
状
況

(
減
員
6
人
､
増
員
1
人
､
差
引
▲
5
人
､
職
員
総
数
1
4
5
人
)

給
与
､
手
当
の
適
正
化

･
非
常
勤
特
別
職
の
報
酬
の
見
直
し
　
(
H
_
 
8
)

日
額
報
酬
▲
_
 
o
%

月
額
報
酬
▲
2
0
%

費
用
弁
償
一
律
-
.
〇
〇
〇
円

･
特
殊
勤
務
手
当
　
(
行
旅
死
亡
人
等
の
死
体
処
理
作
業
以

外
)
､
旅
費
に
つ
い
て
当
分
の
問
支
給
し
な
い
特
例
条
例

の
制
定
　
(
H
Z
.
1
-
継
続
)

･
議
員
の
費
用
弁
償
､
旅
費
に
つ
い
て
当
分
の
問
支
給
し

な
い
特
例
条
例
の
制
定
　
(
H
E
.
-
-
継
続
)

･
議
員
報
酬
の
改
定
に
よ
り
､
任
期
満
了
等
に
よ
り
職
を
離

れ
た
際
の
報
酬
を
月
割
か
ら
日
割
算
定
に
変
更
　
(
H
_
9
)

5
.
効
率
的
な
行
政
運
営
と

職
員
の
能
力
開
発
の
推
進

情
報
公
開
条
例
及
び
個
人
情
報
保
養
条
例
の
適
正
な
運
用

･
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
い
た
行
政
情
報
の
公
開
と
､
個

人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
い
た
個
人
情
報
の
管
理
　
(
継

続
)

情
報
公
開
実
施
状
況

町
長
-
件
､
選
挙
管
理
委
員
会
7
件
　
(
H
1
 
8
)

町
長
-
件
　
(
H
_
 
9
)

行
政
情
報
提
供
の
横
位
的
推
進

ホ
-
ム
ぺ
-
ジ
へ
議
会
情
報
掲
載
開
始
　
(
H
1
 
7
.
6
-
)

議
場
中
継
モ
ニ
タ
-
設
置
　
(
H
_
 
7
.
_
 
2
-
)

議
会
だ
よ
り
の
発
行
開
始
　
(
H
Z
.
2
-
)

町
ホ
-
ム
ペ
-
ジ
等
に
よ
る
積
極
的
な
情
報
提
供
(
H
-
 
8

-

)職
員
の
能
力
開
発
の
推
進

職
員
研
修
の
積
極
的
参
加
､
人
事
交
流
の
推
進
　
(
継
続
)

実
績
評
価
制
度
､
勤
務
評
価
制
度
導
入
の
検
討
　
(
H
1
 
8
)

全
職
員
を
対
象
に
研
修
会
及
び
ア
ン
ケ
-
ト
の
実
施

人
事
評
価
制
度
導
入
に
伴
う
評
価
者
及
び
被
評
価
者
研

修
会
開
催
　
(
H
-
 
9
)
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6
'
電
子
自
治
体
の
実
現

行
政
内
部
の
電
子
化

･
町
例
規
集
の
電
子
化
　
(
H
_
 
9
)

官
民
接
点
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

･
行
政
手
続
等
‖
項
目
に
つ
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
化
　
(
H
_
 
8
)

行
政
情
報
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
及
び
利
用
促
進

･
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
　
(
H
1
 
8
)

h
〔
舌
ミ
w
ミ
W
.
〔
o
w
つ
.
i
b
a
｢
a
k
i
-
k
a
w
a
c
h
三
関
.
｣
p
¥

･
教
育
委
員
会
ホ
-
ム
ペ
-
ジ
開
設
　
(
H
1
 
8
)

h
t
t
p
]
/
/
w
w
w
.
e
d
u
-
k
a
w
a
c
h
i
.
]
p
/

7
.
学
校
､
保
育
所
､
幼
稚
園
の
統
廃
合

小
学
校
､
中
学
校
の
統
合

･
小
中
学
校
統
合
検
討
委
員
会
の
開
催
　
(
H
_
 
8
-
)

･
住
民
説
明
会
の
開
催
　
(
H
_
 
8
-
)

･
小
中
学
校
統
合
検
討
委
員
会
か
ら
統
合
計
画
書
　
(
彙
)

に
つ
い
て
町
長
あ
て
答
申
　
(
H
1
9
)

【
答
申
内
容
】
答
申
-
平
成
2
0
年
3
月
月
日

･
中
学
校
の
統
合
に
つ
い
て

統
合
位
置
三
河
内
中
学
校

統
合
期
日
-
平
成
-
-
年
4
月
は
転
換
見
送
り
と
し
､

今
後
の
生
徒
数
推
移
を
踏
ま
え
早
急

な
時
期
と
し
た
い

統
合
の
方
法
三
河
内
中
学
校
､
金
江
津
中
学
校
両
校
を

閉
校
し
統
合
新
設
と
す
る

･
小
学
校
の
統
合
に
つ
い
て

統
合
位
置
三
源
清
田
小
学
校

統
合
期
日
-
平
成
2
-
年
4
月
は
転
換
見
送
り
と
し
､

今
後
の
生
徒
数
推
移
を
踏
ま
え
早
急

な
時
期
と
し
た
い

統
合
の
方
法
-
源
清
田
小
学
校
､
長
竿
小
学
校
両
校
を

閉
校
し
統
合
新
設
と
す
る

保
育
所
､
幼
確
固
の
統
廃
合

･
保
育
所
､
幼
稚
園
の
統
廃
合
に
係
る
関
係
課
調
整
会
議

(H_8)

源
清
田
保
育
所
､
長
竿
保
育
所
､
第
一
幼
稚
園
を
統
合

し
　
｢
認
定
こ
ど
も
園
｣
　
の
設
立
　
(
平
成
2
 
1
年
開
園
)

に
向
け
検
討

･
保
護
者
説
明
会
開
催
　
　
幼
稚
園
･
各
保
育
所
　
(
H
_
 
9
)

･
子
供
た
ち
の
交
流
会
開
催
　
(
H
1
 
9
)

･
｢
認
定
こ
ど
も
園
｣
　
設
立
に
向
け
保
育
所
及
び
幼
稚
園
職

員
合
同
研
修
実
施
　
(
H
1
 
9
)

･
平
成
2
0
年
4
月
か
ら
､
長
竿
保
育
所
を
源
清
田
保
育
所

に
統
合
決
定
　
(
H
1
 
9
)

8
.
財
政
運
営
の
健
全
化

財
政
状
況
の
公
表

･
ホ
-
ム
ぺ
-
ジ
等
の
有
効
活
用
に
よ
る
財
政
状
況
の
公
表

(H_ 8-)

¥
財
政
健
全
化
計
画
の
推
進

･
長
期
財
政
計
画
の
策
定

(
策
定
H
_
8
　
計
画
期
間
H
_
9
-
H
2
8
年
度
)

･
公
的
資
金
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
に
係
る
財
政
健
全
化
計

画
の
策
定
　
(
策
定
H
_
9
　
計
画
期
間
　
H
_
9
-
H
2
3
年
度
)

補
助
金
の
整
理
合
理
化

･
補
助
金
審
査
チ
ェ
ッ
ク
表
に
基
づ
き
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

(
補
助
金
検
討
委
員
会
)

原
則
前
年
度
　
▲
_
o
%
　
(
H
_
8
)

･
H
2
0
年
度
予
算
要
求
補
助
金
の
審
査
及
び
判
定
　
(
H
1
 
9
)

町
単
独
補
助
金
に
つ
い
て
個
別
に
実
施

(
団
体
補
助
金
2
7
件
､
事
業
補
助
金
5
5
件
)

職
員
の
意
識
改
革

･
職
員
研
修
会
の
開
催

･
職
員
に
よ
る
町
有
地
の
除
草
作
業
の
実
施

使
用
料
､
手
数
料
の
適
正
化

･
平
成
2
 
-
年
の
保
育
所
､
幼
稚
園
の
統
合

(
｢
認
定
こ
ど
も
園
｣
　
設
立
)
　
に
む
け
検
討
　
(
H
1
 
8
-
)

〉
課
税
客
体
の
適
正
な
把
握
と
徴
収
率
の
向
上

･
税
務
担
当
職
員
全
員
が
徴
収
実
務
講
習
会
を
受
講(

H
_
8
-
)

･
課
長
補
佐
職
以
上
に
よ
る
特
別
徴
収
の
実
施
　
(
H
_
 
8
-
)

収
納
率
9
0
%
を
目
標

･
課
税
客
体
の
適
正
な
把
握
　
(
H
_
 
9
)

航
空
撮
影
､
家
屋
調
査
の
実
施

･
滞
納
処
分
の
実
施
　
(
H
_
 
9
)

債
権
差
押
2
8
件
､
給
与
､
不
動
産
9
件

町
民
の
皆
様
の
､
こ
理
解
と
ご
協
力
を

行
政
改
革
を
推
進
し
新
た
な
体
制
づ
く
り
を
目
指
す
過

程
で
は
､
町
民
の
皆
様
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
｡

行
政
改
革
の
実
現
に
は
､
職
員
の
意
識
改
革
を
徹
底
す

る
こ
と
と
､
町
議
会
を
は
じ
め
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
得
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
す
｡

町
民
の
皆
様
に
は
､
今
後
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改
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に

つ
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に
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の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
｡
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へふるさとかわき｢田植え体験祭｣へ

5月10日,子ども達に田植え体験をしてもらい,食

と農業の大切さを考え自然と人とのふれあいを深めて

もらおうと｢田植え体験祭｣ (㈱ふるさとかわち主催)

が開催されました｡

当日は時折り雨が降る少し肌寒いなかでの田植えと

なりましたが､町内をはじめ近隣市田丁村や県外から家

族連れなど約400人の参加者が集まり､慣れない足

元の中泥だらけになりながら苗を植えていました｡田

植えのあとには.河内のお米でつくったおにぎりなど

が振舞われたり餅つきや抽選会なども行われ大きな賑

わいをみせていました｡

秋には,今回植えた苗を刈り取る収穫祭を予定して

います｡
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道路交通法が｣蔀酸睡蓮拒まず 
ー平成20年6月1日施行へ 

1.普通自転車の歩道通行のルールが変更!

普通自転車が歩道を通行できる場合

臆∴　　　圃
普通自転車の歩道通行方法が改正!

改正前(D車道よりの部分を徐行 

※歩道に標識等により指定されている通行部分があるときはそこを徐行 

②歩行者の通行を妨げるときは｣時停止 

改正後�,ﾈ�h*ｨ淤�7)X�,ｨ齷5ﾘ鋹,ｨﾗ8轌.浦IZｪ8*ｨ*�.�,h*ｸ,ﾒﾈ+ｸ,ﾉYIZｨ/��ﾗ2�

ただし､その部分を通行している歩行者や通行しようとしている歩行者がない場合は.歩道の 

状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます｡ 

また､歩行者にも通行回避の努力義務が追加され歩道に｢普通自転車通行指定部分｣がある 

ときは.歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなり=せん｡ 

2,自転車乗車時に児童･幼児のヘルメット着用!

児童･幼児(13歳未満の者)を保護する責任のあるものは､ 

児童･幼児を自転車に乗車させるときは,乗車用ヘルメット 

をかぶらせるよう努めなければなりません｡ 

｢乗車させるとき｣とは①補助いす等で乗車させるとき 

(②自転車を運転させるとき 

3○　○高齢者運転者標識｣の表示が藷糖化!

改正前普通自動車を運転する場合､70歳以上のドライバ葛の方は｢高齢者運転者標識｣の表示は努力 

義務でした｡ 

改正後75歳以上のドライバ葛に義務化され70歳以上75歳未満のドライバ-の方については今ま 

でどおりの努力義務となります｡ 

脱落,7盤,需E



4.後部座席のシートベルト着用が義務化!

5,聴覚障害者.普通免許の取得が可能に言

｢聴覚障害者標識｣の表示が義務化!

改正前適性検査(聴力)の合格基準を満たさない聴覚障害者の方は,運転免許を取得することができませ 

んでした｡ 

改正後適性検査の合格基準を満たさない方でも､車両にワイドミラ-の装着すること等を条件として､ 

普通自動車免許を取得することが可能になります｡ 

また,｢聴覚障害者標識｣の表示は義務となり､表示車両への幅寄せや割り込みは禁止となりま 

す｡ 

広▲磁かわぢ
平成20牢5月/M47の



-願: ��鬱闇㊥鶴顧㊨ ◆問合せ先◆

河内町長竿3689-1

河内町教育委員会事務局生涯学習G

曾0297-84-2843 (中央公民徳内)

自己の充実･啓発や生活の向上のためにへ　自発的に自分にあった方法で生涯を

通じて行う学習･ ･ ･それが『生涯学習』です｡
『生涯楽習のとびら』では.定期的に生涯学習に関する情報(案内や結果など)

を提供､お知らせしていきます｡

13¥るってご参加下さL¥.I.1参加者募薫./

第13回町民ゴルフ大会
【期　　日】　6月19日(木)

【会　　場】ニッソーカントリ-クラブ

【主　　催】体育協会ゴルフ部

【参加資格】町内に居住する方(学生は除く)

または,町内に勤務する方

【参加費】　3.000円

【プレ-費】　9,650円

(キャディ-付きへ　食事･売店別)

【競技方法】ペリア方式(18ホ-ルストロークプレー)

チャリティ-ホール　アウト4番

【申込先】教育委員会事務局生涯学習グル-プ(中央公民館)

河内ユ-スクラブ--Nメ二川-募第年! -
-カタチにします｡あなたのやる気とみんなの心一

新たな出会いと発見! !大事なのはみんなの心｡

河内つ-スクラブとは9

①　子どもからお年寄りまでの人達と｣緒に遊んだり,お手伝いをします｡たくさんの人と交流を深めつ

つ自分白身も楽しめて幅広い体験ができるボランティア団体です｡

②　ユ-スクラブは　活動が決まると各自に連絡がいく仕組みになっています｡行事等への参加は自由な

ので､すべての活動に参加しなければならないということはありません｡

どの行事に参加するかを自分で決めることができます｡

これが､ユ-スクラブの大きな特徴です｡

ー主な活動内容一

町や町の関係団体が主催する行事等のお

手伝いです｡

長期休暇(夏休みなど)を利用してキャ

ンプやスポ-ツへの参加など幅広い活動

もあります｡

晩｡落款,藷霧I!



特定健康診盃が始まります
医療制度の改正により.昨年まで町で実施してきました40歳以上の健康診盃は､この4月から各医療保

険者が実施する特定健康診盃に変わり±した｡ =れまでどおり町の健診を受診できるのは.河内町国民健

康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者になり=す｡その他の医療保険加入の方は.各医療保険者にご

確認ください｡
問合せ先　　保健センタ-　T日し84-4486

町民課保健G　皿84-21 1 I (内線170,171)

特定健診の対象者
対象者

国民健康保険加入者
(40歳へ了4歳の方)

後期高齢者医療制度加入者

(諾認諾驚〉

内容料金

腹囲､身長､体重･血圧､血液検査､ 1,200円

尿検査へ　心電図､眼底検査

身長､体重､血圧､血液検査,尿検査　　無　料

※勤務先などの健診(事業主健診)を受診される方は,必要ありません｡

特定健診の案内等
健診の対象となる方には､ 6月中に受診券等の案内を郵送しますので申込みは必要あり±せん｡受診の際は.

受診券と健康保険証を必ずお持ち(ださい｡ ±た､後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の方)の健診は.高齢

者健診として実施しますが､生活習慣病で治療中(服薬中)の方は健診の対象となりません｡

なお､介護予防を目的に65歳以上の全ての方を対象に生活機能評価を同時実施します｡ (要支援､要介護認

定者は対象外)

特定健診の日程(平成20年度)

日　　程

了月　6日(日)

了月　8日(火)

7月　9日(水)

7月10日(木)

7月1 1日(金)

1 2月15日(月)

1 2月1 6日(火)

1 2月1 7日(水)

場　　所

保健センタ-

保健センター

保健センタ-

つつみ会館

午前:第3分館(旧西共)

午後:福祉センタ-

保健センター

つつみ会館

午前:第3分館(i日西共)

午後:福祉センタ-

受付時間

午前9時へ1 1時

午後1時30分へ3時

※年に1度は受診し､ご自分の

健康管理に役立てましょう｡

特定健康診査･特定保健指導0&A

O :昨年までの燵康診盃と特定健康診査はとこが違うのですか?

A:昨年までの健康診盃では.予防よりも病気の早期発見.治療が中心でした｡特定健康診査. #定保

健指導では.医療費全体の1/3を占めると言われる生活習慣病の予防のための保健指導に重点が

置かれます｡

0 :国民健康保険の加入者ではありませんが､町の健診を受(ナられますか?

A :本年4月から特定健康診盃の実施が(�笘�9|9]ｸﾊ�(,亳�k�WH*�.x.ｨ-ﾈ+X+ﾚ�+ｸ,ﾈ+ﾘ-�9|9]ｸﾊ�(,�

問合わせの上確認してください｡なお､各がん検診などば今までどおり町の健診で受診できます｡

¥ ｢医療保険者｣とは､被保険者証の発行元です｡

例:河内町国民健康保険(自営業者など)､健康保険組合(会社員など)､共済組合(公務員など)

音響劣)霧(､｡ノア｡,



町民の快適な健康づくりの推進を目指して

僅塵センター燈より
胃がん･大腸がん某国膜診のお知らせ

平成20年度の法改正にともない,河内町では従来の総合健診ではなく､胃がん･大腸がん検診のみで実

施します｡がん検診は.加入している医療保険の種類に関わらず､ 10歳以上の方が対象です｡こ自身の健

康管理のために検診をご活用ください｡

1,日程

了月1 5日(火)　　　　つつみ会館

7月｢ 6日(水)　　　　保健センタ-

7月1 7日(木)　　　　保健センタ喜

7月1 8日(金)　　　　福祉センタ-

午前了時一7時30分

午前8時へ8時30分

午前9時へ9時3〇分

午前了時へ7時30分

午前8時へ8時30分

午前9時へ9時3〇分

午前7時へ7時30分

午前8時へ8時3〇分

午前9時へ9時30分

午前7時へ7時3〇分

午前8時へ8時30分

午前9時へ9時30分

2.検査内容

胃　が　ん　検　診　　40歳以上　の方　バリウムによるレントゲン検査　　料金1,000円

大　腸　が　ん　検　診　　40歳以上　の方　便潜血反応2日法　　　　　　　　科金　500円

※21年3月31日現在の年齢です

3,申し込み方法

平成20年6月2日(月)から､申し込みを受け付けます｡保健センタ-に電話でお申し込みください｡

その際､地区､氏名､生年月日､住所､電話番号等を伺います｡

※集団健診ですので例年どおり多少時間がかかりますのでご了承ください｡

※定員になり次第緒め切らせていただきます｡

-都万措腫lこ保護害以外の方が同伴する際iこ重任狐が昭電となります-

平成20年度からは､予防接種時にその子の様子の分かる保護者以外の親族等が付き添う場合は委任状が

必要となりました｡ポリオの集団接種に保護者以外の方が同伴する場合は,事前に委任状を送付し±すの

で､保健センタ-にご連絡ください｡予防接種をより安全に実施する目的で行うものですので､ご理解を

お願いいたします｡

偽落籍窯霧, B

名

　

名

　

名

　

名

　

名

　

名

　

名

　

名

　

名

　

名

　

名

　

名



-健康つくり傑診のお知らせ-

18歳へ39歳の方で､河内町に住所がある方に対し､健康づくり健診を実施します｡

健康は若い頃からの生活習慣の積み重ねです｡この機会に健診を受け,自分の体を知り,健康づくりに

お役立てください!

7月　6日(日)　　　保健センタ-

了月　8日(火)　　　保健センタ-

7月　9日(水)　　　保健センタ-

7月1 〇日(木)　　　つつみ会館

7月1 1日(金)
午前:第3分館(旧西共同利用施設)

午後:福祉センタ-

午前9時へ1 1時

午後1時30分へ3時

健診内容:問診･身体計測･尿検査･血圧測定･血液検査

料　　金: 1,200円

申込方法: 18歳へ39歳の健康づくり健診を受ける方は保健センタ葛に電話でお申し込みください｡申し

込みは6月9日(月)からです｡

※それ以外の年齢の方は.特定健診.高齢者健診となります｡ =ちらは対象者に通知します｡

- ｢まいまいくらJ邸｣脆めました.I一

子育て中のママたちが子供連れで気軽に集まれる場として､ 3歳までのお子さんと保護者の方を対象に､

｢まいまいくらぶ｣を始めました｡気晴らしやお友達作りの場として､お気軽にお越しください｡いろい

ろと話をすることで,悩みも吹き飛ぶかもしれませんヨ!

4月24日に1回目の｢まいまいくらぶ｣を実施しました｡雨のせいか､参加者は少なかったのですか､

今年度は保健センタ-に保育士がおりますので家でも作れるおもちゃなどを作ったり､手形をとったり､

楽しい時間を過ごしました｡

今回は国(こたなびく

こいのぼりを作りました｡

ノダ〆ずヘミミ¥

蒜`¥;

､糾し､てす′ノ
同産害害星田田

ー予防措薩の指定医原機関が増えました-

現在､乳幼児期の百日咳･ジフテリア･破傷風の三撞混合予防接種,はしか風疹(MR)予防接種,高

校3年生のはしか風疹(MR)予防接種は､指定医療機関で実施していただいております｡ 20年4月から

は,龍ヶ崎市の中村クリニックでも接種ができるようになり=した｡接種の対象になっている方は.いず

れの病院で接種する場合も､電話で予約をし､健康状態の良いときに保護者が同伴してください｡

中村クリニック　　龍ヶ崎市米町8686　　　皿64-6655

題
必一徹かわぢ
I/f//?20年5ノ/ (1活70)



◇軽自動車税(全期)〈〉

◇豊田新利根土地改良(1期) ◇

◇牛匁召土地改良一般(前期) ◇

徴収日は6月2日です
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ま
た

は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
よ
る

医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
て
い

る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
｡

助
成
対
象
と
な
る
期
間

助
成
期
間
は
､
保
健
所
へ
申
請

書
を
提
出
し
た
月
の
初
日
か
ら
1

年
間
で
す
｡

医
療
質
の
助
成
の
範
囲

①
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
の
治
療
お

よ
び
当
該
治
療
に
付
随
し
て
発

現
す
る
傷
病
に
限
ら
れ
ま
す
｡

②
イ
ン
タ
-
フ
ェ
ロ
ン
の
治
療
に

か
か
る
保
険
診
療
の
患
者
負
担

/

l

額
か
ら
､
規
定
の
患
者
自
己
負

担
限
度
額
を
除
い
た
額
を
助
成

し
ま
す
｡

③
健
康
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
る
高

額
療
養
費
な
ど
は
助
成
額
に
含

ま
れ
ま
せ
ん
｡

④
保
険
診
療
以
外
の
費
用
　
(
重
科

差
額
な
ど
)
　
は
助
成
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
｡

白
己
負
担
額

所
得
に
応
じ
た
自
己
負
担
限
度

額
　
(
5
万
円
､
3
万
円
､
-
万
円
)

が
自
己
負
担
金
と
な
り
ま
す
｡
医

療
費
の
自
己
負
担
金
が
､
自
己
負

担
限
度
額
以
内
の
場
合
､
そ
の
医

療
費
は
助
成
と
な
り
ま
せ
ん
｡

申
請
手
続
き

中
請
手
続
き
は
､
住
所
地
を
管

轄
す
る
保
健
所
に
必
要
な
書
類
を

揃
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
｡
認

定
さ
れ
れ
ば
､
県
か
ら
　
｢
肝
炎
イ

ン
タ
-
フ
ェ
ロ
ン
治
療
受
給
考
証
｣

が
交
付
さ
れ
ま
す
｡
詳
し
く
は
､

保
健
所
ま
た
は
県
保
健
予
防
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
｡

【
提
出
書
類
】

(
①
と
②
は
保
健
所
に
あ
り
ま
す
｡
)

①
肝
炎
イ
ン
タ
-
フ
ェ
ロ
ン
治
療

受
給
者
交
付
申
請
書

②
肝
炎
イ
ン
タ
-
フ
ェ
ロ
ン
治
療

受
給
考
証
認
定
に
係
る
診
断
書

③
世
帯
全
員
の
住
民
票

④
申
請
者
お
よ
び
申
請
者
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町
村

税
の
課
税
年
額
を
証
明
す
る
書
類

⑤
健
康
保
険
証
　
(
コ
ピ
-
)

⑥
返
信
用
封
筒

(
1
2
0
円
の
切
手
を
貼
付
)

問
合
せ
先

県
保
健
予
防
課

Ⅲ

o

2

9

-

3

0

1

-

3

2

2

0

±
h
t
t
p
:
/
/
¥
^
r
v
w
.
p
r
e
f
.
i
b
a
r
a
k
i
.

j
p
¥
b
⊆
k
y
O
k
⊆
¥
h
O
k
①
つ
¥
y
O
b
O
¥

y
o
b
e
.
h
言

竜
ヶ
崎
保
健
所

Ⅲ

6

2

-

2

-

6

-

法
務
総
合
相
談
所

開
設
の
あ
知
ら
せ

登
記
､
供
託
､
戸
籍
･
国
籍
､

人
権
擁
護
な
ど
法
務
局
の
取
り
扱

う
業
務
全
般
に
つ
い
て
､
法
務
局

職
員
及
び
人
権
擁
護
委
員
が
相
談

に
応
じ
ま
す
｡

秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
｡
料
金

細
り
○
○

は
無
料
で
す
｡

日
時

平
成
2
0
年
6
月
1
日
(
日
)

午
前
1
0
時
-
午
後
4
時
ま
で

(
受
付
は
午
後
3
時
3
0
分
ま
で
)

場
所

龍
ヶ
崎
市
市
街
地
活
力
セ
ン
タ
-

｢
ま
い
ん
｣
　
2
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ル
-
ム

龍
ヶ
崎
市
4
2
6
4
番
地
-

相
談
内
容

境
界
争
い
､
相
続
･
贈
与
･
売
買

な
ど
の
登
記
手
続
､
抵
当
権
の
抹

消
手
続
､
地
代
家
賃
の
供
託
手
続
､

戸
籍
の
届
出
方
法
､
成
年
後
見
制

度
､
サ
ラ
金
の
取
立
て
問
題
､
夫

婦
･
親
子
な
ど
家
庭
内
の
問
題
､

近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
､
セ
ク
ハ
ラ
､

子
ど
も
の
い
じ
め
､
D
V
問
題
な
ど

問
合
せ
先

水
戸
地
方
法
務
局
総
務
課

皿

o

2

9

-

2

2

7

-

9

9

-

i

｢
歯
の
何
で
も
電
話
相
談
｣

ふ
だ
ん
､
歯
科
医
師
に
開
け
な

い
こ
と
･
入
れ
歯
の
こ
と
･
子
と

も
さ
ん
の
歯
の
悩
み
･
イ
ン
プ
ラ

ン
ト
･
矯
正
･
口
臭
の
悩
み
･
顎

関
節
症
･
歯
周
病
･
ブ
ラ
ッ
シ
ン

グ
の
仕
方
､
料
金
の
こ
と
な
ど
､

歯
に
つ
い
て
の
悩
み
や
質
問
を
な



広~撒かわぢ
平必20争5月(la｣7の

ん
で
も
受
け
付
け
ま
す
｡

匿
名
で
結
構
で
す
の
で
､
お
気

軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
｡
料
金
は

無
料
で
す
｡

と
き

平
成
2
0
年
6
月
8
日
(
日
)

午
後
2
時
-
5
時

受
付
電
話
番
冨

田

o

2

9

-

8

2

3

-

7

9

3

0

Ⅲ

o

2

9

-

8

3

5

-

0

7

3

7

回
答
者
　
歯
科
医
師

主
催

茨
城
県
保
険
医
会

土
浦
市
文
京
町
1
-
5
0
富
士
火
災

ビ
ル
3
F

Ⅲ

o

2

9

-

8

2

3

-

7

9

3

0

犯
罪
被
害
者
相
談
窓
口
の

ご
案
内

犯
罪
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
や
､

そ
の
家
族
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
悩

み
･
相
談
に
応
じ
､
必
要
な
支
援

に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
｡

一
人
で
悩
ま
ず
､
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
｡
相
談
料
は
無
料
で
す
｡

期
日
　
月
曜
日
-
金
曜
日

午
前
9
時
-
午
後
4
時
　
(
但
し
､

正
午
-
午
後
-
時
ま
で
を
除
く
)

場
所

茨
城
県
生
活
環
境
部
生
活
文
化
課

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

(
県
庁
舎
_
2
階
)

専
用
電
話

0

2

9

　

-

　

3

0

1

　

-

　

7

8

3

0

(
な
や
み
ゼ
ロ
)

問
合
せ
先

茨
城
県
生
活
文
化
課
安
全
な
ま
ち

づ
く
り
推
進
室

Ⅲ

o

2

9

-

3

0

1

-

2

8

4

2

冊
h
〔
〔
p
ミ
ミ
ミ
W
.
a
つ
Z
①
つ
.
七
重
の
f
.

i
b
a
｢
a
k
こ
p
¥

犬
･
猫
の
避
妊
手
術
の

助
成
に
つ
い
て

茨
城
県
獣
医
師
会
で
は
､
動
物

愛
護
事
業
の
一
環
と
し
て
､
愛
犬
･

愛
猫
の
避
妊
去
勢
手
術
の
助
成
を

実
施
し
ま
す
｡

助
成
対
象

県
内
に
在
住
す
る
犬
･
猫
の
飼

い
主
｡
助
成
対
象
動
物
は
､
平
成

2
0
年
6
月
エ
ロ
以
降
に
県
内
の
動

物
病
院
で
､
避
妊
･
去
勢
手
術
を

受
け
る
犬
･
猫
｡

¥
助
成
頭
数

先
着
8
5
0
頭
｡
犬
･
猫
ま
た
は

避
妊
･
去
勢
の
区
別
な
し

､
¥
助
成
金
額

避
妊
-
頭
に
つ
き
4
.
〇
〇
〇
円
､

去
勢
-
頭
に
つ
き
3
.
〇
〇
〇
円

申
込
み

各
動
物
病
院
に
あ
る
応
募
用
は

が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
､

県
獣
医
師
会
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
｡

問
合
せ
先

茨
城
県
獣
医
師
会

Ⅲ

o

2

9

-

2

4

1

-

6

2

4

2

都
市
整
備
課
生
活
環
境
G

Ⅲ

8

4

-

2

3

6

-

募
集

｢
知
事
と
語
ろ
う
｣
『
明
日

の
茨
城
』
参
加
者
募
集

対
話
集
会
に
参
加
し
て
､
県
政

に
つ
い
て
橋
本
知
事
と
意
見
交
換

し
て
み
ま
せ
ん
か
｡
聞
く
だ
け
で

最
新
の
県
政
の
動
き
が
分
か
り
ま

す
の
で
､
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
｡

【
稲
敷
会
場
】

日
時
-
平
成
2
0
年
7
月
2
日
(
水
)

午
後
2
時
-
4
時

場
所
-
あ
ず
ま
生
涯
学
習
セ
ン
タ
-

(
稲
敷
市
佐
原
組
新
田
1
5
9
6
)

応
募
方
法

は

が

き

､

F

A

X

､

E

メ

-

ル

(
い
ず
れ
も
可
)
　
に
希
望
会
場
･

住
所
･
氏
名
･
性
別
･
職
業
･
電

話
番
号
を
明
記
し
左
記
あ
て
に
ご

応
募
く
だ
さ
い
｡

対
象
　
2
0
歳
以
上
の
方

応
募
締
切

平
成
2
0
年
6
月
1
8
日
必
着

'
応
募
先

〒

3

0

0

-

0

0

5

-

土
浦
市
真
鍋
5
-
-
 
7
-
2
6

茨
城
県
県
南
地
方
総
合
事
務
所
県

民
生
活
課

Ⅲ

o

2

9

-

8

2

2

-

7

0

2

6

-

-

0

2

9

　

-

　

8

2

2

　

-

　

7

0

5

0

E
メ
-
ル
-
n
a
つ
S
O
k
e
つ
ヨ
ぎ
㊥

で
｢
①
f
.
i
b
a
｢
a
k
こ
聖
p

河
内
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
会
員
募
集

河
内
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
-

で
は
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
｡

あ
な
た
の
長
年
培
っ
て
き
た
経

験
や
技
能
を
地
域
社
会
の
た
め
に

も
う
一
度
役
立
て
て
み
ま
せ
ん
か
?

町
内
に
居
住
す
る
お
お
む
ね
o
o
歳

以
上
の
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

方
､
そ
し
て
自
ら
の
生
き
が
い
の

充
実
や
､
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り

に
貢
献
す
る
こ
と
を
望
む
方
な
ら

ど
な
た
で
も
会
員
に
な
れ
ま
す
｡

(
会
費
と
し
て
､
年
額
2
'
0
0
0

円
が
必
要
と
な
り
ま
す
｡
)

'
問
合
せ
先

河
内
町
生
坂
9
5
9
3

(
福
祉
セ
ン
タ
ー
敷
地
内
)

河
内
町
シ
ル
パ
-
人
材
セ
ン
タ
-

冊

8

4

-

5

4

5

5

平
成
2
0
年
度
消
費
生
活
講

座
の
受
講
生
募
集

県
で
は
､
消
費
者
間
題
に
関
心

の
あ
る
県
民
の
方
を
対
象
に
､
消

費
生
活
静
座
　
(
通
信
講
座
)
　
を
開

話
し
ま
す
｡
こ
の
講
座
は
､
契
約
に

関
す
る
基
礎
知
識
､
金
融
商
品
に
関

す
る
知
識
､
く
ら
し
に
関
す
る
知
識

に
加
え
､
昨
今
被
害
が
増
加
し
て
い

る
悪
質
商
法
に
関
す
る
知
識
な
ど
を

県
民
の
皆
さ
ん
に
身
に
付
け
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
｡



瀬舞鶴繕H

係
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
｡

申
込
締
切

平
成
2
0
年
6
月
6
日
　
(
金
)

※
当
日
消
印
有
効

申
込
み
･
問
合
せ
先

県
生
活
文
化
課

Ⅲ

o

2

9

-

3

0

1

-

2

8

2

9

県
南
地
方
総
合
事
務
所
県
民
生
活
課

Ⅲ

o

2

9

-

8

2

2

-

7

0

3

8

ご
案
内

第
｢
回
い
ば
ら
き
看
護
職

合
同
進
学
･
就
職
説
明
会

高
校
生
及
び
看
護
職
を
目
指
す

方
｡
ま
た
､
看
護
学
生
や
再
就
職

を
希
望
さ
れ
る
す
べ
て
の
看
護
職

の
方
を
対
象
に
　
｢
第
-
回
い
ば
ら

き
看
護
職
合
同
進
学
･
就
職
説
明

会
｣
　
を
開
催
し
ま
す
｡
参
加
無
料
､

予
約
･
申
込
み
不
要
､
入
退
場
事

由
で
す
の
で
､
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
｡

日
時
･
会
揚

平
成
2
0
年
6
月
2
2
日
(
日
)

午
後
-
時
-
5
時

つ
く
ば
国
際
会
議
場
　
(
大
会
議
室

1

0

工

､

-

o

2

)

対
象
球
目

高
校
生
及
び
看
護
職
を
目
指
す
方
､

看
護
学
生
､
す
べ
て
の
看
護
職
員

内
容

･
求
人
情
報
提
供
コ
-
ナ
-

(
各
ブ
ー
ス
担
当
者
ご
と
)

･
就
職
面
談
コ
ー
ナ
-

･
茨
城
県
ナ
-
ス
セ
ン
タ
-
求
職
登
録

･
e
-
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
-
を
活
用

し
て
み
よ
う
-

･
看
護
職
進
学
相
談
セ
ン
タ
-

聞
合
せ
先

社
団
法
人
茨
城
県
看
護
協
会
･
茨

城
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
-

〒

3

-

0

-

0

0

3

4

水
戸
市
緑
町
3
-
5
-
3
5

保
健
衛
生
会
館
3
F

Ⅲ

o

2

9

-

2

2

-

-

6

9

0

0

子
犬
子
猫
の
た
め
の

里
親
譲
渡
会

茨
城
県
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
に

収
容
さ
れ
た
犬
猫
の
う
ち
､
一
般

家
庭
で
の
飼
育
に
適
す
る
と
思
わ

れ
る
子
達
を
保
護
･
飼
育
し
飼
育

希
望
者
に
譲
渡
い
た
し
ま
す
｡
犬

や
猫
を
飼
い
た
い
と
お
考
え
の
方

は
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
｡

日
時

平
成
2
0
年
6
月
7
日
(
土
)

午
前
1
 
0
時
-
午
後
4
時

場
所

取
手
競
輪
場
駐
車
場

主
催

ラ
イ
フ
ボ
-
ト
友
の
会

(

協
力

茨
城
県
動
物
指
導
セ
ン
タ
-

取
手
競
輪
場

申
込
み
方
法

ホ
-
ム
ペ
-
ジ
で
譲
渡
会
内
容
を

確
認
の
上
､
｢
申
込
み
フ
ォ
-
ム
｣

か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
｡

問
合
せ
先

ラ
イ
フ
ボ
-
ト
友
の
会

Ⅲ

o

4

-

7

1

9

0

-

1

9

1

9

Ⅲ
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
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人権擁護委員を知っていますか
昭和24年(1949年) 6月1日に人権擁護委員法が施行されました｡

そこで､法務省と全国人権擁護委員連合会は,毎年6月1日を｢人権擁護委員の日｣と定め,人権擁護

委員制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています｡

人権擁護委員は､地域住民の人権が侵害されないよう常に注意を払い､もし､人権が侵害されたときは､

その相談を受け､被害救済のためにすみやかに適切な処理を採ります｡

また､街頭啓発や講演会などを通じて､人権の大切さについて理解を深めてもらうための活動にも努め

ています｡

河内町には町長から推薦されて､法務大臣が委嘱した次の人権擁護委員がいます｡河内町の人権擁護委

員さんを紹介します｡

山下　昌男　氏　Ⅷ,86-3116　　　　　　大野　善康　氏　Ⅲ84-3577

北嶋　泰子　氏　冊84-2005　　　　　雑賀　　茂　氏　皿84-3156

｢県政Iう1れあいバス｣ Iこ参加しませんか

県では,県の施設や県政に関わりのある施設などを見学し､茨城県について理解を深めて頂いたり,親

しみを持ってもらう目的で｢県政ふれあいバス｣を､各地方総合事務所ごとに毎年実施しています｡

県南地方総合事務所では,今年,平成20年度は次のような日程･内容で実施いたしますので､皆様お気

軽にお申込みください｡

【内容】

コ-ス名　　　　　定員　　　　実施日　　　　　　申込期限　　　　　主な見学施設　　　　パス乗降場所

･県庁

･ひたちなかインフォ　守谷市役所
一　般　コ　-　ス　30名　　7月24日(木)　6月23日(月)　メ-ションセンタ〇

･常陸那珂火力発電所　土浦合同庁舎

･常陸那珂港

親子ふれあいコ-スA　30名　　了月29日(火)　6月23日(月)

親子ふれあいコ-スB　30名　　8月　5日(火)　6月23日(月)

県立歴史館　　　　　　牛久市中央生涯学習センター

県農業総合センタ-　土浦合同庁舎

県植物園

茨城空港

土浦合同庁舎

石岡市役所

【費　　用】無料｡但し､昼食は参加者の持参となります｡

【対象者】 ｣般コ-スについては､ 15歳以上の県内居住者(中学生及び県職員を除く)

親子ふれあいコ-スについては､小中学生と保護者(県職員を除く)

【申込方法】官製往復はがきに①希望コ-ス(1コースのみ)､ ②乗降希望場所､参加者全員の③住所④氏

名�D驃鑼Y�ｹ¥｠電話番号⑧職業または学年をお書きのうえ,申込期限(当日の消印有効)ま

でに申込みください｡

なお､ 1枚のはがきで4名まで申込みできます｡同-コ-スに複数枚での申込みや申込後の

人の入替えは出来ませんのでご了承ください｡

応募者数が募集人数を超えた場合には､抽選により参加者を決定します｡

抽選結果については､締切日より2週間前後にご連絡します｡

【申込み･問合せ先】

茨城県県南地方総合事務所　県民生活課広報広聴係　県政ふれあいバス担当　まで

〒300-0051　土浦市真鍋5-17-26　T巳しO29-822-7026

広`撒かわぢ
平成20年5ノブ(1o｣7の



定　例　相　談

心配ごと相談

日　時招126E酌午前10時一正午

場　　所　公民館第2分館
問合せ先　河内町社会福祉協議会

曾84-2830

教育相談

日　　時　月･水･木曜日　午後1時一5時

場　　所　教育委員会事務局
問合せ先　曾84-3322

圃84-4730

成田空港に関する相談

日　　時　月一金曜日　午前9時一午後4時

場　　所　㈱ふるさとかわち事務所2階
(河内町長竿1 88)

問合せ先　茨城地域相談センタ-
曾84-50 1 7

交通事故相談

日　　時　月一金曜日

午前9時一正午午後1時へ4時45分
弁護上相談　毎週水曜日
午後1時へ4時(要予約)
土浦合同庁舎本庁舎3F他029-823-1123)

巡回相談　毎月第2水曜日
午前10時一正午　午後1時一3時
龍ヶ崎市役所(T闘64-1 1 1 1)

※弁護士相談･巡回相談は面接のみ
問合せ先　県南地方交通事故相談所

曾029-823-1 123

交通事故発生状況
町内の交通事故4月発生状況

(前月比) (累計)

発生件数(人身事故)　5件(±0) (15)

死者数　　　　　0人(±0) (0)

負傷者数　　　　　　7人(-3) (24)

竜ヶ崎警察署調へ

戸　籍　の　窓

おめでた　5人　　　　転入　22人

おくやみ13人　　　　転出　39人

◆　丁冒しカイト ◆

役　　　　場創4-2111教育委員会学校教育G曾84-3322

都　市上下水道G�Bﾓ#3c�駟k�ｼy�h･Xｧx�r�槌uﾃI;ﾃ0
整備課建設環境G創4-2921福祉センタ〇割4-3699

つ　つ　み　会　館曾86-3了40保健セ　ン　タ　-曾84-4486

地軸括支援センターqP60-4071防(警墓富)ち884-2212

社会福祉協議会884-2830シル/ト人材センタ- qP84-5455

音　　　　龍ヶ崎地区
i

｢~~~~盲~~料　音音　外科

1日認_#)92EE_翳32 E6ff16/l¥!B器医院蓑2盤;J8=ツク

8日課99_!J9F_嘉649o霊55_?岩ツク竜ヶ崎医院
曾62-0550

15日
古橋医院　　　薬子内科循環器科秋本脳神経外科
曾029-978-3770　曾64-3105　　　曾64-3311

22日盟99_!J9F_;yo,i #6H4鷲5! a64_｡1｡菊地整形外科

29日曇言2L9E899!J_言方名器/i¥鵠医院藷2!J5言ツク

※休日当番医は変更することがあります｡

診療を受ける際は.必ず電話でこ確認ください.

県救急医哀惜報システムー24時間お医者さんを探すことができます｡

救急医療情報コントロ-ルセンタ-　曾029-241-41 99

救急医療情報システム
ホ-ムぺ-ジ　http//www qcIPref｣barak(JP/

# #trlh http //aa pref lbarakl JP/kt/

資　源　回　収　旦｣｣臆誓えないごみ収集El

A地区　3･17　C地区10･24A地区　　　　C地区

14

B地区　5･19　D地区12･26　B地区　　　　D地区

28

~~~i｢~~~~

燃えるごみ収集日　音;粗大ごみの予約収集日

全地区　毎週月･水･金曜日　　6月中の予約-7月5日

広~撒かわち
I/<^成20年.5方角o｣砂)


